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３．経済的自立の支援

（１）年金制度等による所得保障

障害のある人に対する所得保障は、障害の
ある人の経済的自立を図る上で極めて重要な
役割を果たしており、我が国においては、障
害基礎年金や障害厚生（共済）年金の制度と、
障害による特別の負担に着目し、その負担の
軽減を図るために支給される各種手当制度が
ある。
我が国の年金制度は、国民皆年金体制が確
立され、原則としてすべての国民がいずれか
の年金制度に加入することとされている。こ
れによって、被保険者期間中の障害について
は障害基礎年金や障害厚生（共済）年金が支
給されるほか、国民年金に加入する２０歳より
前に発した障害についても障害基礎年金が支
給されることから、原則としてすべての障害
のある成人が年金を受給できることになり、
年金は障害のある人の所得保障において重要
な役割を果たしている。
年金制度は、全国民共通の基礎年金とサラ
リーマンや公務員に対し基礎年金の上乗せと
して厚生年金や共済年金が支給されるとい
う、いわゆる２階建ての体系がとられてい
る。
年金制度による障害のある人の所得保障に
ついては、昭和６０年改正の際の障害福祉年金
から障害基礎年金への移行による大幅な年金
額の引上げや支給要件の改善など、これまで
着実にその充実が図られてきた。
近年では、平成１６年改正の際の障害を有し
ながら働いたことを年金制度上評価する仕組
みとしての障害基礎年金と老齢厚生年金等の
併給を可能とする障害年金の改善や、障害基
礎年金等の支給要件の特例措置の延長等が行
われているほか、２３年４月からは、障害年金
受給者に対する、子や配偶者がいる場合の加

算の対象範囲が拡大されている。
さらに、平成２４年には、社会保障・税一体
改革の一環として、年金制度の枠外で、障害
基礎年金受給者等に対して、福祉的な給付金
を支給する「年金生活者支援給付金の支給に
関する法律」が成立し、消費税の引上げと併
せて、２７年１０月から実施される予定である。
昭和６０年の年金制度の改革に伴い、それま
で重度の障害のある人に対して支給されてい
た福祉手当についても見直しが行われ、特に
重度の障害のある人を対象とする特別障害者
手当と、障害基礎年金が支給されない重度の
障害のある児童に支給される障害児福祉手当
とに改編された。同時に、特別障害者手当の
支給額が福祉手当と比較してほぼ倍額に引き
上げられた。このほか、障害のある児童の父
母等に対しては、従来より、特別児童扶養手
当を支給している。
これらの年金及び手当については、毎年物
価の変動等に合わせて支給額の改定が行われ
ている。
また、「特定障害者に対する特別障害給付
金の支給に関する法律」により、平成３年度
前の国民年金任意加入対象であった学生や、
昭和６１年度前の国民年金任意加入対象であっ
た被用者の配偶者のうち任意加入していな
かった間に障害を負ったことにより障害基礎
年金を受給していない者について、上記に述
べたような国民年金制度の発展過程において
生じた特別な事情を踏まえ、特別障害給付金
の支給が行われている。

（２）個人財産の適切な管理の支援

認知症の人、知的障害のある人、精神障害
のある人など、判断能力の不十分な人々の財
産管理の支援等に資する成年後見制度につい
て周知を図った。
また、都道府県・指定都市社会福祉協議会
等では、認知症高齢者、知的障害のある人、
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配偶者加給年金
18,858円 配偶者加給年金

（１級に同じ）

子の加算額
（１級に同じ）

障害基礎年金
65,541円×1. 25 障害基礎年金

65,541円

障害厚生年金

障害厚生年金
［障害厚生年金（２級）

×1. 25］

障害厚生年金
①総報酬制導入前の被保険者期間分＋
②総報酬制導入以後の被保険者期間分

障害厚生年金（２級）に同じ
ただし、最低保障額49,158円

〔１級〕 〔２級〕 〔３級〕

子の加算額
第1子、第2子 18,858円
第3子以降　　  6,283円

①平均標準
　報酬月額

②平均標準
　報酬月額

被保険者
期間の月数

被保険者
期間の月数

× ×

×

7.5
1000

×5.7691000

×1.031×0.978

×1.031×0.978

平成15年
３月まで（ （
平成15年
４月以降（ （

⎧
⎩

⎧
⎩

資料：厚生労働省

平成１１～１４年度 平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度

障害基礎年金（１級）８３，７７５８３，０２５８２，７５８８２，７５８８２，５０８８２，５０８８２，５０８８２，５０８８２，５０８８２，１７５８１，９２５８１，９２５

（２級）６７，０１７６６，４１７６６，２０８６６，２０８６６，００８６６，００８６６，００８６６，００８６６，００８６５，７４１６５，５４１６５，５４１

特別児童扶養手当（１級）５１，５５０５１，１００５０，９００５０，９００５０，７５０５０，７５０５０，７５０５０，７５０５０，７５０５０，５５０５０，４００５０，４００

（２級）３４，３３０３４，０３０３３，９００３３，９００３３，８００３３，８００３３，８００３３，８００３３，８００３３，６７０３３，５７０３３，５７０

特別障害者手当 ２６，８６０２６，６２０２６，５２０２６，５２０２６，４４０２６，４４０２６，４４０２６，４４０２６，４４０２６，３４０２６，２６０２６，２６０

障害児福祉手当 １４，６１０１４，４８０１４，４３０１４，４３０１４，３８０１４，３８０１４，３８０１４，３８０１４，３８０１４，３３０１４，２８０１４，２８０

特別障害給付金（１級） ５０，０００５０，０００４９，８５０５０，０００５０，７００５０，０００４９，６５０４９，５００４９，５００

（２級） ４０，０００４０，０００３９，８８０４０，０００４０，５６０４０，０００３９，７２０３９，６００３９，６００

■図表２―３５ 障害年金のあらまし（平成２５年度（※））

（※）特例水準の解消のため、平成２５年１０月以降（１２月支払い分以降）の年金額は、
４月から９月までの額から１．０％引き下がる。

■図表２―３６ 年金、手当及び給付金の額の推移
（単位：円）

資料：厚生労働省

（※）特例水準の解消のため、平成２５年１０月以降（１２月支払い分以降）の年金額等は
４月から９月までの額から１．０％（各手当については、０．７％）引き下がる。

精神障害のある人等のうち判断能力が十分で
ない方々の自立を支援するため、日常生活自
立支援事業において、福祉サービスの利用に

伴う預金の払い戻しや預け入れの手続等、利
用者の日常的な金銭管理に関する援助を行っ
ている。
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（３）「親亡き後」の安定した生活の
確保

平成１８年の「障害者自立支援法」の施行以
後、知的障害や精神障害のある人を始めとす
る障害のある人の地域移行が進み、また、そ
の高齢化も進む中で、障害のある人が「親亡
き後」にも一人でも自立して生活できるよう
に後押しをする支援が求められている。この
ため、平成２５年度の税制改正においては、特
別障害者扶養信託制度の対象が拡大され、特
定障害者扶養信託制度となることとなった。
特別障害者扶養信託制度は、昭和５０年に創
設された税制上の優遇措置であり、重度の障
害のある人を受益者としてその親族等が金銭
等の財産を信託した場合、受益者は贈与によ
り取得したものとみなして贈与税が課税され
るが、信託受益権の価額のうち６千万円まで
であれば贈与税を非課税にできるものであ
る。この制度を活用すると、信託銀行等が財
産の管理を行い、障害のある人に対し金銭を
定期的に交付するので、生前贈与で親族等の
財産を確実に手にすることができるだけでな
く、障害のある人の金銭管理に資するものに
もなっている。
特別障害者扶養信託制度は制度創設以来、
重度の障害のある人のみを対象にしてきた
が、上述のような障害のある人を取り巻く状
況の変化や、中軽度の障害のある人であって
も一定の日常生活・社会生活に係る制限を有
していること等を踏まえ、平成２５年度から、
特定障害者扶養信託制度として、中軽度の知
的障害や精神障害のある人も新たに対象とす
ることとなった（非課税限度額は３千万円）。

４．施設サービスの再構築

（１）地域生活を支える拠点としての
施設整備

障害のある人の意向を尊重し、施設入所者
の地域生活への移行を促進するため、地域で
の生活を念頭に置いた社会生活の技能を高め
ることを目指し、「障害者基本計画」に基づ
き、施設等から地域生活への移行を促進する
とともに、地域生活を支える拠点として、施
設の専門的機能を地域に開放する「地域化」
を進めることとしている。
このため、グループホーム・ケアホームを
計画的に整備するなど、障害のある人の地域
移行を促進する一方、障害のある人が利用す
る施設については、地域の重要な資源として
位置づけ、積極的にその活用を図ることとし
ている。

（２）施設の地域利用

施設に対しては、従来のように、入所者を
対象にするだけではなく、施設が蓄えてきた
知識や経験を活用し、あるいは施設の持って
いる様々な機能を地域で生活している障害の
ある人が利用できるように、支援を行うこと
が求められており、今後、障害者施設は、各
種在宅サービスを提供する在宅支援の拠点と
して地域の重要な資源として位置づけ、その
活用を図ることが重要であり、こうした取組
の一層の充実を図ることとしている。

５．スポーツ・文化芸術活動の推進

（１）スポーツの振興

ア 障害者スポーツ大会等の開催
障害のある人のスポーツに対する国民各層
の理解と関心は年々高まりをみせており、現
在では、全国各地で数多くのスポーツ大会や
スポーツ教室が開催され、また、国際スポー
ツ大会に我が国から多数の選手が参加してい
る。平成２４年度においては、イギリスのロン
ドンで「ロンドン２０１２パラリンピック競技大
会」が開催され、世界１６４ヵ国・地域から
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